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１．総則

第１条（目的）
当事業者には、利用者の健康と安全を守るための支援が求められている。利用者の安全管理の観点から感染対策は、きわめて重要であり、利用者の安全確保は施設・事業所等の責務であることから、感染を未然に防止し、発生した場合、感染症が拡大しないよう可及的速やかに対応する体制を構築することが必要である。
この指針は、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。

第２条（定義）
病気の原因となるようなウイルスや細菌、真菌などの病原体が人の体の中に入り、体の中で増殖することを「感染」と呼ぶ。病原体が増殖した結果、熱が出たり、下痢になったり具合が悪くなるなど様々な症状を起こすことを「感染症」と言う。感染症は感染者を介して、いくつかの感染経路から広がることがあるため、感染経路を遮断するためにまずは予防すること、そして発生した場合には最小限に食い止めることが重要となる。

第３条（感染対策の基本姿勢）
１　感染対策は、以下の三点を柱とする。
①病原体（感染源）の排除　嘔吐物や排泄物、血液などの体液（汗を除く）、感染者に
使用した器具・器材（ガーゼ等）は感染源となる可能性がある。これらを利用者の隔離
、消毒、汚染源の排除により除去する必要がある。
②感染経路の遮断（ウイルスを持ち込まない・持ち出さない・拡げない）
③宿主の抵抗力の向上　感染症に対する抵抗力を向上させるためには、日ごろから十
分な栄養や睡眠をとるとともに、予防接種によりあらかじめ免疫を得ておくことも
重要である。
２　当事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次のような措置を講じる。
①当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（
テレビ電話装置その他の情報機器を活用して行うことができるものとする。「感染
対策委員会」という。）を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に
周知徹底を図ること。
②当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
③当事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び
訓練を定期的に実施すること。
第４条　当事業所は、職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなけれ
ばならない。
第５条　当事業所は、手指を洗浄するための設備及び使い捨ての手袋等感染症予防のための備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

２．感染対策委員会

第６条（委員会の目的）
施設・事業所等の感染症の発生や感染拡大を防止するために、感染対策委員会を設置する。感染対策委員会は、運営委員等の施設・事業所等の他の委員会と独立して設置・運営する。

第７条（委員会の活動内容）
感染対策委員会の主な活動内容は、以下の通りとする。
①施設・事業所等の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定める。
②感染予防に関する決定事項や具体的対策を施設・事業所全体に周知する。
③施設・事業所等における感染に関する問題を把握し、問題意識を共有・解決する。
④利用者・職員の健康状態を把握する。
⑤感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策及び拡大防止の指揮を執る。
⑥その他、感染関連の検討が必要な場合に、対処する。

第８条（組織）
１　感染対策委員会は、各部署から選出し、構成する。
感染対策委員会のメンバーは次の通りとする。
· ●●●●
· ●●●●
· ●●●●
· ●●●●
· ●●●●
２　感染対策委員会の構成員には感染対策の知識を有する外部の者を積極的に参加させる。

第９条　感染対策委員会は、利用者の状況等当事業所の状況に応じ、おおむね●月に1回以上定期的に開催するとともに感染時期等を勘案し、必要に応じ随時開催する。
２　委員の任期は、●年とする。但し、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　委員長は●●●●により定める。
４　委員長は必要に応じて、委員会に関係者の出席を求めることができる。
５　委員会は、委員長が招集する。
６　委員会の会議は公開する。ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、会議を公開しないことができる。
７　感染症対策委員会は、他の合議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する又は他のサービス事業者との連携等により行うことも可能である。
８　委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。障害のある方が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこととする。
９　委員会の担当者は、各担当者として職務に支障がなければ、身体拘束等適正化
担当者等と兼務することは可能である。
１０　委員は、会議に出席することができない場合は、●●●●によって会議内容
を把握できるよう委員会は対応する。
１１　委員会の対応状況については、適切に記録の上、●年間保存する。

第１０条（指針の整備）
感染対策委員会は、感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通して課題を見つけ、定期的に指針を見直し、更新する。

３．研修及び訓練

第１１条（研修及び訓練）
当事業所の全職員に対して感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。
２　当事業所では、定期的な教育（年●回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策の研修を必ず実施する。
３　研修の実施内容は必ず記録し、●年間保存する。
４　研修の実施は、●●●●で行う等、事業所の実態に応じ行う。
５　研修の企画、運営、実施記録の作成は、感染対策委員会が実施する。
６　研修講師は、感染対策委員会が任命する。
７　研修内容の詳細（開催日時、講師、方法、内容等）は、研修1か月前に、全職員に周知する。
８　研修に参加できなかった職員に対しては●●●●等の対策をとって研修の内容を把握させるように努める。
９　平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、迅速に行動できるよう、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年●回以上）に行う。
１０　訓練においては感染症発生時に迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、当事業所の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習等を実施する。
１１　訓練の実施は、机上及び実地を適切に組み合わせながら行う。
１２　訓練の企画、運営、実施記録の作成は、感染対策委員会が実施する。
１３  訓練内容の詳細（開催日時、実施方法、内容等）は、訓練1か月前に、全職員に周知する。

４．日常の支援にかかる感染管理（平常時の対策）

第１２条（利用者の健康管理）
主担当部署●●●●担当者（●●●●）（副担当部署●●●●担当者（●●●●）を中心に、利用者の健康を管理するために必要な対策を講じる。
1 利用開始以前の既往歴について把握する。
2 利用者の日常を観察し、体調の把握に努める。
3 利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する。
4 利用者に対し、感染対策の方法を教育、指導する。
5 利用者の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援する。

第１３条（職員の健康管理）
主担当部署●●●●担当者（●●●●）（副担当部署●●●●担当者（●●●●）を中心に、職員の健康を管理するために必要な対策を講じる。
1 入職時の感染症の既往やワクチン接種状況を把握する。
2 定期健診の必要性を説明し、受診状況を把握する。
3 職員の体調把握に努める。
4 体調不良時の申請方法を周知し、申請しやすい環境を整える。
5 職員へ感染対策の方法を教育、指導する。
6 職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導する。
7 ワクチン接種の必要性を説明し、接種を推奨する。
8 業務中に感染した場合の方針を明確にし、対応について準備する。

第１４条（標準予防策の実施）
１　当事業所は、感染症の有無にかかわらず、すべての人の血液・体液・分泌物・排泄物は感染の危険があるものとみなし、標準予防策（スタンダード・プリコーション）を実施する。
２　標準予防策には、手袋・マスク・エプロン等の個人防護具の着用、ケア後の手洗い・手指消毒、汚染物の適切な処理などが含まれる。


第１５条（手指衛生の徹底）
１　手指衛生は、感染予防の基本であり最も重要な対策である。
２　手洗いは、「利用者対応の前後」「汚染物・排泄物・嘔吐物処理後」「マスク・手袋着脱
後」等、都度実施する。
３　手洗いの手順や消毒方法については、事業所内に図示を掲示し、全職員に周知する。

第１６条（標準的な感染対策）
主担当部署●●●●担当者（●●●●）（副担当部署●●●●担当者（●●●●）を中心に、標準的な感染予防策の実施に必要な対策を講じる。
A.職員の感染予防策
1 手指衛生の実施状況（方法、タイミングなど）を評価し、適切な方法を教育、指導する。
2 個人防護具の使用状況（着用しているケアと着用状況、着脱方法など）を評価し、適切な方法を教育、指導する。
3 食事支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する。
4 排泄支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する。
5 医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導する。
6 上記以外の支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する。
B.利用者の感染予防策
1 食事前、排泄後の手洗い状況を把握する。
2 手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する。
3 共有物品の使用状況を把握し、清潔に管理する。
C.その他
1 十分な必要物品を確保し、管理する。
2 事業所内の衛生管理（環境整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）。

第１７条（個人防護具（PPE）の適正使用）
１　職員は、感染予防のために必要な個人防護具（マスク・手袋・エプロン・ガウン等）を、
　場面に応じて適切に使用する。
２　嘔吐物や排泄物を処理する際は、マスク・手袋・エプロンを必ず着用し、処理後は速や
　かに廃棄する。
３　PPEの着脱方法は、汚染部位に触れないよう教育・訓練を通じて習得させる。

第１８条（訪問系サービスにおける感染対策）
１　訪問介護・訪問看護等の職員は、利用者宅ごとに新しいマスク・手袋を使用し、感染源
　の持ち込みおよび持ち出しを防ぐ。
２　移動時に使用した物品は、施設内で再消毒を行い、他の利用者への感染を防止する。

第１９条（感染経路別予防策）
感染症の種類に応じて、次の予防策を実施する。
　①接触感染対策：ノロウイルス、疥癬などの場合、手袋・ガウンの使用および環境・器
具の消毒を徹底する。
　②飛沫感染対策：インフルエンザ、新型コロナウイルス等の場合、マスク着用、換気
、距離確保を徹底する。
　③空気感染対策：結核、麻しん、水痘などの場合、N95マスクの着用、十分な換気お
よび個室対応を行う。

第２０条（衛生管理）
１　主担当部署●●●●担当者（●●●●）（副担当部署●●●●担当者（●●●●）を中心に、衛生管理に必要な対策を講じる。
A.環境整備
1 整理整頓、清掃を計画的に実施し、実施状況を評価する。
2 換気の状況（方法や時間）を把握し、評価する。
3 トイレの清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する。
4 汚物処理室の清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する。
5 効果的な環境整備について、教育、指導する。
B.食品衛生
1 食品の入手、保管状況を確認し、評価する。
2 調理工程の衛生状況を確認し、評価する。
3 環境調査の結果を確認する。
4 調理職員の衛生状況を確認する。
5 課題を検討し、対策を講じる。
6 衛生的に調理できるよう、教育、指導する。
C.血液・体液・排泄物等の処理
1 標準予防策について指導する。
2 ケアごとの標準予防策を策定し、周知する。
3 処理方法、処理状況を確認する。
4 適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育、指導する。
２　消毒には、次亜塩素酸ナトリウムを使用する。嘔吐物や排泄物の処理には0.1％溶液、
一般的な環境消毒には0.02％溶液を用いる。
３　希釈方法や使用上の注意点については、定期研修により職員へ周知する。

５．感染時の感染管理（発生時の対策）

第２１条（発生状況の把握）
主担当部署●●●●担当者（●●●●）（副担当部署●●●●担当者（●●●●）を中心に、感染症発生時の状況を把握するための必要な対策を講じる。
　①利用者及び職員の氏名、年齢、症状、経過、今後の対応等を情報共有する。
②感染者及び感染疑い者の状況を把握し、情報を共有する。
③施設・事業所等全体の感染者及び感染疑い者の発生状況を調査し、把握する。

第２２条（感染拡大の防止）
１　主担当部署●●●●担当者（●●●●）（副担当部署●●●●担当者（●●●●）を中心に、感染拡大防止のために必要な対策を講じる。
1 医療職者は、感染者及び感染疑い者の対応方法を確認し、周知、指導する。
2 支援職員は、感染者及び感染疑い者の支援方法を確認する。
3 感染状況を本人へ説明し、感染対策（マスクの着用、手指衛生、行動制限など）の協力を依頼する。
4 感染者及び感染疑い者と接触した関係者（職員、家族など）の体調を確認する。
5 ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を実施する。
6 職員の感染対策の状況を確認し、事業所内においては、掲示板や社内イントラネット等の通信技術を活用し、事業所内での感染拡大に注意喚起する。
7 所属法人の担当窓口へ情報共有を行い、必要に応じて指示を仰ぐ。管理者は事業所内で情報共有を行う。
２　感染拡大防止のため、以下の対応を行う。
①ゾーニング：感染区域と非感染区域を明確に区分し、入退室を制限する。
②コホーティング：同一感染症の利用者を同一区域にまとめ、同一職員が対応するこ
とで、交差感染を防止する。

第２３条（医療機関等との連携）
主担当部署●●●●担当者（●●●●）（副担当部署●●●●担当者（●●●●）を中心に、必要な公的機関との連携について対策を講じる。
A.医療機関との連携
1 感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対応方法を確認する。
2 診療の協力を依頼する。
3 医療機関からの指示内容を施設・事業所等内で共有する。
B.保健所との連携
1 疾病の種類、状況により報告を検討する。
2 感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する。
3 保健所からの指導内容を正しく全職員に共有する。
C.行政関係機関（市町村における事業所関係課等の関係機関）との連携
1 報告の必要性について検討する。
2 感染者及び感染疑い者の状況の報告し、指示を確認する。
D. 外部相談窓口との連携
感染対応に関する専門的な助言を得るため、必要に応じて外部の医師、看護師、感染管理認定看護師、社労士等と連携できる体制を整備する。

第２４条（関係者への連絡）
主担当部署●●●●担当者●●●●を中心に、関係先との情報共有や連携について対策を講じる。
1 施設・事業所等、法人内での情報共有体制を構築、整備する。
2 利用者家族や保護者との情報共有体制を構築、整備する。
3 相談支援事業所との情報共有体制を構築、整備する。
4 出入り業者との情報共有体制を構築、整備する。
5 発生時に事業所内の連絡体制や関係機関への連絡体制を整備する。
　
第２５条（感染者発生後の支援）
１　主担当部署●●●●担当者（●●●●）（副担当部署●●●●担当者（●●●●）を中
心に、感染者の支援（心のケアなど）について対策を講じる。
1 感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握する。
2 感染者及び関係者の精神的ケアを行う体制を構築する。
２　感染症発生時や流行期において、職員が強い心理的負担を受けることがあるため、事
業所内相談窓口の設置や外部専門家による相談体制を整備し、メンタルヘルス支援を
行う。

第２６条（本指針の閲覧）
本指針は、全ての職員が閲覧を可能とするほか、入居者やご家族が閲覧できるように●●●●へ掲載する。

＜附則＞
　本指針は、●年●月●日から適用する。
　本指針は、必要に応じて委員会に諮り、いつでも改定できる。



（行政機関等の連絡先）
	【市町村の窓口】


	(所 在 地) 
(電話番号) 
(受付時間)　

	【医療機関の窓口】

	(所 在 地) 
(電話番号)　
(受付時間)　 

	【保健所の窓口】

	(所 在 地) 
(電話番号)　
(受付時間)　 
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	氏名
	区分
	所属団体等

	１
	●●●●
	委員長、感染対策責任者（委員会招集者）
	事業者●●●●

	２
	●●●●
	委員長代行、感染対策責任者代行
	事業者●●●●

	３
	●●●●
	感染対策担当者（記録者）
	事業者●●●●

	４
	●●●●
	第３者委員
	事業者●●●●



